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カスタマーハラスメント対応マニュアルの策定について 

 

 

 近年、カスタマーハラスメントが社会問題化しており、本県職員がカスタマーハラスメン

ト被害を受ける事案も発生しているところです。 

カスタマーハラスメントは、職員の能力発揮を阻害するとともに、本来対応すべき他の県

民のご相談への対応ができなくなるなど、必要な行政サービスの提供に支障を生じさせるお

それがあります。 

このような状況を踏まえ、県では、職員へのカスタマーハラスメント対策に取り組んでい

るところです。 

今般、その取組の一環として、カスタマーハラスメントに組織として対応するため、職員

に向けた「カスタマーハラスメント対応マニュアル」を策定しましたので、その概要をお知

らせします。 

  

 

添付資料：カスタマーハラスメント対応マニュアル（概要） 
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